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県
で
は
、
難
病
に
対
す
る
県
民
の

理
解
促
進
を
図
る
た
め
、「
な
ん
び
ょ

う
サ
ポ
ー
ト
と
ち
ぎ
の
つ
ど
い
」を

開
催
し
ま
す
。

●
日
時　

９
月
９
日
㊏
午
後
１
時
～

４
時
10
分

●
場
所　

と
ち
ぎ
健
康
の
森（
宇
都

宮
市
駒
生
町
３
３
３
７
‐
１
）

●
対
象
者　

難
病
患
者
お
よ
び
家

族
、
難
病
相
談
支
援
関
係
者
、
難

病
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関

心
の
あ
る
方
、
県
民

●
内
容

①
就
労
相
談
会
…
午
後
１
時
～
２
時

30
分

②
患
者
・
家
族
交
流
会
…
午
後
１
時

～
２
時
20
分

③
難
病
患
者
体
験
発
表
…
午
後
２
時

40
分
～
３
時
10
分

④
ケ
ー
ナ
奏
者
Ｒ
ｅ
ｎ
氏（
と
ち
ぎ

未
来
大
使
）に
よ
る
ケ
ー
ナ
コ
ン

サ
ー
ト
…
午
後
３
時
20
分
～
４

時
10
分

⑤
各
種
団
体
展
示
Ｐ
Ｒ
コ
ー
ナ
ー　

午
後
１
時
～
４
時
10
分

※
①
お
よ
び
②
は
事
前
予
約
制
で
す
。

申
と
ち
ぎ
難
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 
 

０
２
８（
６
２
３
）６
１
１
３

 
 

０
２
８（
６
２
３
）６
１
０
０

【
第
14
回
が
ん
の
市
民
公
開
講
座
】

●
日
時　

10
月
７
日
㊏
午
後
２
時
～

３
時

●
場
所　

ト
コ
ト
コ
大
田
原
３
階 

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

●
定
員　

25
名（
先
着
順
）

●
費
用　

無
料

●
内
容　

乳
が
ん
診
療
の
現
状
を

テ
ー
マ
に
乳
腺
外
科
担
当
医
が
講

話（
講
話
後
、
質
疑
応
答
あ
り
）

【
第
96
回
が
ん
の
つ
ど
い
】

●
日
時　

10
月
７
日
㊏
午
前
10
時
～

11
時

●
場
所　

那
須
赤
十
字
病
院
多
目
的

ホ
ー
ル（
ア
イ
ン
薬
局
２
階
）

●
対
象
者　
が
ん
患
者
お
よ
び
ご
家
族

●
定
員　

16
名（
先
着
順
）

●
費
用　

無
料

●
内
容　

が
ん
患
者
お
よ
び
ご
家
族

が
、
専
門
家
や
体
験
者
と
が
ん
に

つ
い
て
会
話
や
相
談
す
る
会
で

す
。
10
月
は「
薬
に
つ
い
て
」を

テ
ー
マ
に
薬
剤
師
が
日
頃
の
疑
問

に
お
答
え
し
ま
す
。

【
共
通
】

●
申
込
方
法　

10
月
５
日
㊍（
平
日　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分
）ま

で
に
左
記
に
電
話
で
申
し
込
み

問
申
那
須
赤
十
字
病
院

 
 

０
２
８
７（
２
３
）１
１
２
２

　

こ
の
通
知
に
関
連
す
る
手
続
き
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
利
用
し
て
い
な
い

介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
や
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
対
象
期
間　

令
和
5
年
1
月
～
３
月

●
発
送
時
期　

９
月
上
旬

問
高
齢
者
幸
福
課　

本
３
階

 
 

０
２
８
７（
２
３
）８
６
７
８

　

認
知
症
は
誰
で
も
な
る
可
能
性
の

あ
る
病
気
で
す
。
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
は「
な
に
か
」特
別
な
こ
と
を
や

る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
認
知
症
の

人
や
そ
の
家
族
を
見
守
る
応
援
者
と

し
て
、
自
分
の
で
き
る
範
囲
で
活
動

し
ま
す
。
ま
ず
は
認
知
症
の
正
し
い

知
識
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

【
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
】

●
日
時　

９
月
20
日
㊌
午
後
1
時
30

分
～
３
時

●
場
所　

本
庁
舎
１
階
市
民
協
働

ホ
ー
ル

●
内
容　

認
知
症
の
基
礎
知
識
、
認

知
症
の
方
々
へ
の
対
応
、
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
の
役
割
な
ど

●
対
象
者　

高
校
生
以
上
の
市
民

●
持
ち
物　

筆
記
用
具
、
飲
み
物
な
ど

●
定
員　

50
名（
先
着
順
）

●
費
用　

無
料　

●
申
込
期
間　
９
月
１
日
㊎
～
13
日
㊌

【
認
知
症
相
談
会
】

　

講
座
終
了
後
、
認
知
症
に
関
す
る

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
希
望
さ
れ

る
方
は
、
講
座
終
了
後
に
職
員
ま
で

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
者
幸
福
課　

本
３
階

 
 

０
２
８
７（
２
３
）８
９
１
７

　

男
性
を
対
象
に
し
た
簡
単
な
調
理

法
と
健
康
な
食
べ
方
に
つ
い
て
学
べ

る
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

①
黒
羽
川
西
地
区
公
民
館　

10
月
14

日
㊏
午
前
10
時
～
午
後
１
時（
受

付
９
時
40
分
）

②
佐
久
山
地
区
公
民
館　

10
月
27
日

㊎
午
前
10
時
～
午
後
１
時（
受
付

９
時
40
分
）

※
❶
❷
の
内
容
は
同
じ
で
す
。

●
定
員　

12
名（
先
着
順
）

●
費
用　

５
０
０
円（
食
材
料
費
）

●
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、

参
加
費
用
、
筆
記
用
具

●
申
込
方
法　

❶
10
月
６
日
㊎
、
❷

10
月
20
日
㊎
ま
で
に
左
記
へ
電
話

で
申
し
込
み

問
申
健
康
政
策
課　

本
３
階

 
 

０
２
８
７（
２
３
）７
６
０
１

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります。
中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメールなどでお知らせします。

市 か ら の お 知 ら せ

健
康
・
福
祉

「
第
17
回
な
ん
び
ょ
う
サ
ポ
ー
ト

と
ち
ぎ
の
つ
ど
い
」に
つ
い
て

介
護
給
付
費
通
知
を
発
送
し
ま
す

食
生
活
改
善
推
進
員
協
議
会
実

施
事
業「
男
の
料
理
教
室
」

那
須
赤
十
字
病
院
　
が
ん
の
市

民
講
座
・
が
ん
の
つ
ど
い
開
催

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

受
講
生
募
集

※財源確保のため、有料公告を掲載しています。
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年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他
の
所

得
額
が
一
定
基
準
以
下
の
、
年
金
受

給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き

は
、
日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）

が
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
者
　
次
の
❶
～
❷
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

❶
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で

次
の
①
～
③
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
て
い
る
方

①
65
歳
以
上

②
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課

税
③
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額　

の
合
計
が
約
88
万
円
以
下

❷
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
を
受
給

し
て
い
て
、
前
年
の
所
得
額
が

４
７
２
万
円
以
下
で
あ
る
方

●
申
込
方
法
　
日
本
年
金
機
構
か
ら

郵
送
で
届
く
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
大
田
原
年
金
事
務
所

へ
提
出

※
対
象
者
に
は
、
９
月
初
旬
か
ら
日

本
年
金
機
構
よ
り
お
知
ら
せ
が
届

き
ま
す
。
令
和
６
年
１
月
４
日
ま

で
に
請
求
手
続
き
を
完
了
す
る

と
、
令
和
５
年
10
月
分
か
ら
遡
っ

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
年
金
を
受
給
し
始
め
る
方
は
、
年

金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
請
求

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

 
 

０
５
７
０（
０
５
）４
０
９
２

問
申
大
田
原
年
金
事
務
所

 
 

０
２
８
７（
２
２
）６
３
１
１（
音

声
案
内
１
→
２
）

　

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の

状
態
で
、万
一
、障
害
や
死
亡
と
い
っ

た
不
測
の
事
態
が
発
生
す
る
と「
障

害
基
礎
年
金
」や「
遺
族
基
礎
年
金
」

を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

と
な
る「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
納

付
猶
予
制
度（
50
歳
未
満
）」を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
７
月
～
令
和
６
年
６
月

の
期
間
分
の
免
除
な
ど
の
申
請
は
、

７
月
１
日
か
ら
受
付
を
開
始
し
て
い

ま
す
。

　

免
除
の
申
請
は
２
年
１
か
月
前
の

月
分
ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

失
業
を
理
由
と
し
た
特
例
に
よ
る

免
除
承
認
の
場
合
に
は
、
離
職
票
の

添
付
が
必
要
で
す
。

　

審
査
は
、
住
民
税
の
申
告
内
容
を

も
と
に
行
い
ま
す
の
で
、
所
得
の
申

告
を
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
大
田
原
年
金
事
務
所

 
 

０
２
８
７（
２
２
）６
３
１
１

　
（
音
声
案
内
２
→
２
）

問
国
保
年
金
課　

本
２
階

 
 

０
２
８
７（
２
３
）８
８
５
７

【
ま
だ
自
動
車
税
を
納
め
て
い
な
い

方
へ
】

　

当
事
務
所
は
、
自
動
車
税
種
別
割

滞
納
者
へ
の
滞
納
処
分
勤
務
先
調

査
・
給
与
や
預
貯
金
の
差
押
え
な
ど

を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
自
動
車
税
種
別
割
を
納
め
て

い
な
い
方
は
、
大
至
急
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

　

諸
事
情
に
よ
り
す
ぐ
に
納
付
で
き

な
い
方
は
、必
ず
当
所
ま
で
連
絡
し
、

納
税
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
栃
木
県
大
田
原
県
税
事
務
所

 
 

０
２
８
７（
２
３
）４
１
７
１

【
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
】

　

消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み
、
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
に
関
す
る
税
制
改
正
事
項
の

説
明
を
行
い
ま
す
。

●
日
時

①
10
月
17
日
㊋
午
後
２
時
～
３
時

（
事
前
予
約
10
月
16
日
㊊
ま
で
）

②
11
月
22
日
㊌
午
前
10
時
～
11
時

（
事
前
予
約
11
月
21
日
㊋
ま
で
）

●
場
所　

大
田
原
税
務
署
別
館
２
階

会
議
室

●
定
員　

20
名

【
登
録
要
否
相
談
会
】

　

登
録
の
考
え
方
や
必
要
な
情
報
な

ど
の
案
内
を
行
い
ま
す
。

●
日
時

①
10
月
17
日
㊋
午
後
３
時
～
４
時

（
事
前
予
約
10
月
16
日
㊊
ま
で
）

②
11
月
22
日
㊌
午
前
11
時
～
正
午

（
事
前
予
約
11
月
21
日
㊋
ま
で
）

●
場
所　

大
田
原
税
務
署
別
館
２
階

会
議
室

●
相
談
時
間　

１
組
60
分

●
定
員　

５
組
程
度

【
共
通
】

●
申
込
方
法　

事
前
予
約
期
限
ま
で

に
左
記
へ
電
話
で
申
し
込
み

問
申
大
田
原
税
務
署

 
 

０
２
８
７（
２
２
）３
１
１
８

　

物
価
高
高
騰
に
お
け
る
市
内
事
業

者
の
支
援
お
よ
び
消
費
喚
起
に
よ
る

地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
的
と
し
た

「
大
田
原
市
地
域
応
援
商
品
券
」の
発

行
事
業
を
行
い
ま
す
。

　

８
月
中
旬
よ
り
、
簡
易
書
留
に
て

全
世
帯
へ
順
次
配
付
し
て
お
り
ま

す
。

●
配
付
内
容　

５
０
０
円
分
の
商
品

券
が
６
枚
付
い
た
シ
ー
ト（
１
人

合
計
３
０
０
０
分
）

●
対
象
者　

令
和
５
年
５
月
１
日
現

在
で
大
田
原
市
に
住
民
登
録
が
あ

る
方

●
使
用
期
間　

令
和
５
年
９
月
１
日

㊎
～
11
月
30
日
㊍

●
取
扱
店
舗　

大
田
原
市
地
域
応
援

商
品
券
の
取
扱
店

※
市
HP
に
最
新
の
取
扱
店

舗
状
況
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。

●
そ
の
他

 

・
金
券
の
た
め
簡
易
書
留
で
の
配
付

と
な
り
ま
す
。
確
実
に
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

 

・
世
帯
主
宛
で
世
帯
人
数
分
の
シ
ー

ト
が
入
っ
て
い
ま
す
。

問
商
工
観
光
課　

本
４
階

 
 

０
２
８
７(

２
３)

８
７
０
９

年
金
・
国
保

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
お

知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

申
請
に
つ
い
て

税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・
登

録
要
否
相
談
会
の
ご
案
内

大
田
原
県
税
事
務
所
か
ら
の
お

知
ら
せ

く
ら
し

「
大
田
原
市
地
域
応
援
商
品
券
」

を
配
付
し
ま
す
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